
第一章　総則

（目的）

第一条　この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を

営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発

揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生

活における活躍」という。）が一層重要となっていることに鑑

み、男女共同参画社会基本法（平成十一年法律第七十八

号）の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍

の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共

団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針

及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における

活躍を推進するための支援措置等について定めることによ

り、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進

し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化

の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変

化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的

とする。

（基本原則）

第二条　女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活

における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの

意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対す

る採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他

の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を

通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職

場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及

ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できる

ようにすることを旨として、行われなければならない。

２　女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営

む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に

関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他

の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏ま

え、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力

と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活におけ

る活動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつ

つ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備

等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的

な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。

３　女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性

の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重

されるべきものであることに留意されなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）

第三条　国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業

生活における活躍の推進についての基本原則（次条及び第

五条第一項において「基本原則」という。）にのっとり、女性

の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策を策

定し、及びこれを実施しなければならない。

第三章　事業主行動計画等

　第一節　事業主行動計画策定指針

第七条　内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事

業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方

針に即して、次条第一項に規定する一般事業主行動計画

及び第十九条第一項に規定する特定事業主行動計画（次

項において「事業主行動計画」と総称する。）の策定に関す

る指針（以下「事業主行動計画策定指針」という。）を定め

なければならない。

２　事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項

につき、事業主行動計画の指針となるべきものを定めるもの

とする。

一　事業主行動計画の策定に関する基本的な事項

二　女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の

内容に関する事項

三　その他女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組に関する重要事項

３　内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主

行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。

　第二節　一般事業主行動計画等

（一般事業主行動計画の策定等）

第八条　国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事

業主」という。）であって、常時雇用する労働者の数が三百

人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一

般事業主行動計画（一般事業主が実施する女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。

以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚

生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したと

きも、同様とする。

２　一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定め

るものとする。

一　計画期間

二　女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の

実施により達成しようとする目標

三　実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組の内容及びその実施時期

３　第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定め

るところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割

合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的

地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のそ

の事業における女性の職業生活における活躍に関する状

況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するため

に改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案

して、これを定めなければならない。この場合において、前項

第二号の目標については、採用する労働者に占める女性労

働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、

労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の

割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。

４　第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところ

により、これを労働者に周知させるための措置を講じなけれ

ばならない。

５　第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところ

により、これを公表しなければならない。

６　第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計画に

定められた目標を達成するよう努めなければならない。

７　一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百

人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般

事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところによ

り、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならない。こ

れを変更したときも、同様とする。

８　第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業

主行動計画を定め、又は変更しようとする場合について、第

四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主

が一般事業主行動計画を定め、又は変更した場合につい

て、それぞれ準用する。

（基準に適合する一般事業主の認定）

第九条　厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定に

よる届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働

省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組

の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省

令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うこと

ができる。

（認定一般事業主の表示等）

第十条　前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般

事業主」という。）は、商品、役務の提供の用に供する物、商

品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その

他の厚生労働省令で定めるもの（次項及び第十四条第一

項において「商品等」という。）に厚生労働大臣の定める表

示を付することができる。

２　何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同

項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

（認定の取消し）

第十一条　厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号の

いずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消すことが

できる。

一　第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。

二　この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

三　不正の手段により第九条の認定を受けたとき。

（基準に適合する認定一般事業主の認定）

第十二条　厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に

基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に

ついて、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

に関し、当該事業主の策定した一般事業主行動計画に基

づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた

目標を達成したこと、雇用の分野における男女の均等な機

会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第

百十三号）第十三条の二に規定する業務を担当する者及び

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の

福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第二十九

条に規定する業務を担当する者を選任していること、当該女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の

状況が特に優良なものであることその他の厚生労働省令で

定める基準に適合するものである旨の認定を行うことがで

（事業主の責務）

第四条　事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇

用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会

の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活と

の両立に資する雇用環境の整備その他の女性の職業生活

における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努め

るとともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職業生

活における活躍の推進に関する施策に協力しなければなら

ない。

第二章　基本方針等

（基本方針）

第五条　政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施

するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基

本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。

２　基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一　女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的

な方向

二　事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組に関する基本的な事項

三　女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に

関する次に掲げる事項

イ　女性の職業生活における活躍を推進するための支

援措置に関する事項

ロ　職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な

環境の整備に関する事項

ハ　その他女性の職業生活における活躍の推進に関す

る施策に関する重要事項

四　前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における

活躍を推進するために必要な事項

３　内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を

求めなければならない。

４　内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があった

ときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

５　前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

（都道府県推進計画等）

第六条　都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の

区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関

する施策についての計画（以下この条において「都道府県

推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。

２　市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められてい

るときは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘案して、当

該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍

の推進に関する施策についての計画（次項において「市町

村推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。

３　都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村

推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない。
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きる。

（特例認定一般事業主の特例等）

第十三条　前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認

定一般事業主」という。）については、第八条第一項及び第

七項の規定は、適用しない。

２　特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところに

より、毎年少なくとも一回、女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組の実施の状況を公表しなければならない。

（特例認定一般事業主の表示等）

第十四条　特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大

臣の定める表示を付することができる。

２　第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。

（特例認定一般事業主の認定の取消し）

第十五条　厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の

各号のいずれかに該当するときは、第十二条の認定を取り

消すことができる。

一　第十一条の規定により第九条の認定を取り消すとき。

二　第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認める

とき。

三　第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の

公表をしたとき。

四　前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基

づく命令に違反したとき。

五　不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。

（委託募集の特例等）

第十六条　承認中小事業主団体の構成員である中小事業

主（一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百

人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）

が、当該承認中小事業主団体をして女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の

募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業

主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法

（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十六条第一項及

び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主について

は、適用しない。

２　この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事

業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設

立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で

定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間

接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当

するものに限る。）のうち、その構成員である中小事業主に対

して女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実

施するための人材確保に関する相談及び援助を行うもので

あって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及

び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に

適合する旨の承認を行ったものをいう。

３　厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定す

る基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取

り消すことができる。

４　承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事

しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募

集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関す

る事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届

け出なければならない。

に関する取組の内容及びその実施時期

３　特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更し

ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、採用した

職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差

異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める女性

職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職

業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生

活における活躍を推進するために改善すべき事情について

分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければな

らない。この場合において、前項第二号の目標については、

採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年

数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員

に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に

定めなければならない。

４　特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更し

たときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を

講じなければならない。

５　特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

６　特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計

画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。

７　特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実

施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目標を

達成するよう努めなければならない。

　第四節　女性の職業選択に資する情報の公表

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）

第二十条　第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生労

働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もう

とする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性

の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期

的に公表しなければならない。

一　その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する

職業生活に関する機会の提供に関する実績

二　その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立

に資する雇用環境の整備に関する実績

２　第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令

で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女

性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業

生活における活躍に関する前項各号に掲げる情報の少なく

ともいずれか一方を定期的に公表するよう努めなければな

らない。

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）

第二十一条　特定事業主は、内閣府令で定めるところによ

り、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資

するよう、その事務及び事業における女性の職業生活にお

ける活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなけれ

ばならない。

一　その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生

活に関する機会の提供に関する実績

二　その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に

資する勤務環境の整備に関する実績

第四章　女性の職業生活における活躍を

　　　　推進するための支援措置

（職業指導等の措置等）

第二十二条　国は、女性の職業生活における活躍を推進す

るため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援その他

の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

２　地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進

するため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又は営

もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に

応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助言その他の

必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

３　地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部

を、その事務を適切に実施することができるものとして内閣

府令で定める基準に適合する者に委託することができる。

４　前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当

該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関

して知り得た秘密を漏らしてはならない。

（財政上の措置等）

第二十三条　国は、女性の職業生活における活躍の推進に

関する地方公共団体の施策を支援するために必要な財政

上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

（国等からの受注機会の増大）

第二十四条　国は、女性の職業生活における活躍の推進に

資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫その他

の特別の法律によって設立された法人であって政令で定め

るものをいう。）の役務又は物件の調達に関し、予算の適正

な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例認定一般事業

主その他の女性の職業生活における活躍に関する状況又

は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実

施の状況が優良な一般事業主（次項において「認定一般事

業主等」という。）の受注の機会の増大その他の必要な施策

を実施するものとする。

２　地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等

の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するように

努めるものとする。

（啓発活動）

第二十五条　国及び地方公共団体は、女性の職業生活にお

ける活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、かつ、

その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。

（情報の収集、整理及び提供）

第二十六条　国は、女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に資するよう、国内外における女性の職業生活

における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整

理及び提供を行うものとする。

（協議会）

第二十七条　当該地方公共団体の区域において女性の職

業生活における活躍の推進に関する事務及び事業を行う

国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機

関」という。）は、第二十二条第一項の規定により国が講ず

る措置及び同条第二項の規定により地方公共団体が講ず

る措置に係る事例その他の女性の職業生活における活躍

の推進に有用な情報を活用することにより、当該区域におい

５　職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定によ

る届出があった場合について、同法第五条の三第一項及び

第四項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第

四十二条第一項、第四十二条の二、第四十八条の三第一

項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに

第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者

の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項

の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対す

る報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項

の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職

権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合におい

て、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとす

る者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律第十六条第四項の規定による届出をして労働者

の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中

「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とある

のは「期間」と読み替えるものとする。

６　職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三の

規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項

の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事

させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」

と、同法第四十二条の三中「第三十九条に規定する募集受

託者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律（平成二十七年法律第六十四号）第十六条第

四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」

とする。

７　厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の

相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。

第十七条　公共職業安定所は、前条第四項の規定による届

出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に

対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供

し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について

指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を

図るものとする。

（一般事業主に対する国の援助）

第十八条　国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により

一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主又はこ

れらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事

業主行動計画の策定、労働者への周知若しくは公表又は

一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるよ

うに相談その他の援助の実施に努めるものとする。

　第三節　特定事業主行動計画

第十九条　国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそ

れらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」とい

う。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指

針に即して、特定事業主行動計画（特定事業主が実施する

女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関す

る計画をいう。以下この条において同じ。）を定めなければな

らない。

２　特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定め

るものとする。

一　計画期間

二　女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の

実施により達成しようとする目標

三　実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進
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て女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効

果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関により

構成される協議会（以下「協議会」という。）を組織すること

ができる。

２　協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区

域内において第二十二条第三項の規定による事務の委託

がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構

成員として加えるものとする。

３　協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、

協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。

一　一般事業主の団体又はその連合団体

二　学識経験者

三　その他当該関係機関が必要と認める者

４　協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項に

おいて「関係機関等」という。）が相互の連絡を図ることによ

り、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共

有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の

実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組について協議を行うものとする。

５　協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣

府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

（秘密保持義務）

第二十八条　協議会の事務に従事する者又は協議会の事

務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関

して知り得た秘密を漏らしてはならない。

（協議会の定める事項）

第二十九条　前二条に定めるもののほか、協議会の組織及

び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第五章　雑則

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）

第三十条　厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要が

あると認めるときは、第八条第一項に規定する一般事業主

又は認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である

同条第七項に規定する一般事業主に対して、報告を求め、

又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

（公表）

第三十一条　厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定によ

る公表をせず、若しくは虚偽の公表をした第八条第一項に

規定する一般事業主又は第二十条第二項に規定する情報

に関し虚偽の公表をした認定一般事業主若しくは特例認

定一般事業主である第八条第七項に規定する一般事業主

に対し、前条の規定による勧告をした場合において、当該勧

告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表す

ることができる。

（権限の委任）

第三十二条　第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十五

条、第十六条、第三十条及び前条に規定する厚生労働大

臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部

を都道府県労働局長に委任することができる。

（政令への委任）

第三十三条　この法律に定めるもののほか、この法律の実施

のため必要な事項は、政令で定める。

第六章　罰則

第三十四条　第十六条第五項において準用する職業安定

法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違

反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又

は百万円以下の罰金に処する。

第三十五条　次の各号のいずれかに該当する者は、一年以

下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一　第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者

二　第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者

第三十六条　次の各号のいずれかに該当する者は、六月以

下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一　第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者

の募集に従事した者

二　第十六条第五項において準用する職業安定法第三十

七条第二項の規定による指示に従わなかった者

三　第十六条第五項において準用する職業安定法第三十

九条又は第四十条の規定に違反した者

第三十七条　次の各号のいずれかに該当する者は、三十万

円以下の罰金に処する。

一　第十条第二項（第十四条第二項において準用する場

合を含む。）の規定に違反した者

二　第十六条第五項において準用する職業安定法第五十

条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をし

た者

三　第十六条第五項において準用する職業安定法第五十

条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、

若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは

虚偽の陳述をした者

四　第十六条第五項において準用する職業安定法第五十

一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者

第三十八条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、

使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、

第三十四条、第三十六条又は前条の違反行為をしたとき

は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本

条の罰金刑を科する。

第三十九条　第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽

の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

附　則　（略）

（目的）

第一条　この法律は、社会の対等な構成員である男女が公

選による公職又は内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣

官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官若

しくは大臣補佐官若しくは副知事若しくは副市町村長の職

（次条において「公選による公職等」という。）にある者として

国又は地方公共団体における政策の立案及び決定に共同

して参画する機会が確保されること（以下「政治分野におけ

る男女共同参画」という。）が、その立案及び決定において多

様な国民の意見が的確に反映されるために一層重要となる

ことに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十一年法律第

七十八号）の基本理念にのっとり、政治分野における男女

共同参画の推進について、その基本原則を定め、並びに国

及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、政治

分野における男女共同参画の推進に関する施策の基本と

なる事項を定めることにより、政治分野における男女共同参

画を効果的かつ積極的に推進し、もって男女が共同して参

画する民主政治の発展に寄与することを目的とする。

（基本原則）

第二条　政治分野における男女共同参画の推進は、衆議院

議員、参議院議員及び地方公共団体の議会の議員の選挙

において、政党その他の政治団体の候補者の選定の自由、

候補者の立候補の自由その他の政治活動の自由を確保し

つつ、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指

して行われるものとする。

２　政治分野における男女共同参画の推進は、自らの意思に

よって公選による公職等としての活動に参画し、又は参画し

ようとする者に対するこれらの者の間における交流の機会

の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固

定的な役割分担等を反映した社会における制度又は慣行

が政治分野における男女共同参画の推進に対して及ぼす

影響に配慮して、男女が、その性別にかかわりなく、その個

性と能力を十分に発揮できるようにすることを旨として、行わ

れなければならない。

３　政治分野における男女共同参画の推進は、男女が、その

性別にかかわりなく、相互の協力と社会の支援の下に、公選

による公職等としての活動と家庭生活との円滑かつ継続的

な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）

第三条　国及び地方公共団体は、前条に定める政治分野に

おける男女共同参画の推進についての基本原則（次条にお

いて単に「基本原則」という。）にのっとり、政党その他の政

治団体の政治活動の自由及び選挙の公正を確保しつつ、政

治分野における男女共同参画の推進に関して必要な施策

を策定し、及びこれを実施するよう努めるものとする。

（政党その他の政治団体の努力）

第四条　政党その他の政治団体は、基本原則にのっとり、政

治分野における男女共同参画の推進に関し、当該政党その

他の政治団体に所属する男女のそれぞれの公職の候補者

の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努める

ものとする。

（実態の調査及び情報の収集等）

第五条　国は、政治分野における男女共同参画の推進に関

する取組に資するよう、国内外における当該取組の状況に

関する実態の調査並びに当該取組に関する情報の収集、整

理、分析及び提供（次項及び第九条において「実態の調査

及び情報の収集等」という。）を行うものとする。

２　地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推

進に関する取組に資するよう、当該地方公共団体における

実態の調査及び情報の収集等を行うよう努めるものとする。

（啓発活動）

第六条　国及び地方公共団体は、政治分野における男女共

同参画の推進について、国民の関心と理解を深めるととも

に、必要な啓発活動を行うよう努めるものとする。

（環境整備）

第七条　国及び地方公共団体は、政治分野における男女共

同参画の推進に関する取組を積極的に進めることができる

環境の整備を行うよう努めるものとする。

（人材の育成等）

第八条　国及び地方公共団体は、政治分野における男女共

同参画が推進されるよう、人材の育成及び活用に資する施

策を講ずるよう努めるものとする。

（法制上の措置等）

第九条　国は、実態の調査及び情報の収集等の結果を踏ま

え、必要があると認めるときは、政治分野における男女共同

参画の推進のために必要な法制上又は財政上の措置その

他の措置を講ずるものとする。

附　則　（略）

政治分野における男女共同参画の

推進に関する法律
平成 30年 5月 23日法律第 28号
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　すべての人が性別にかかわりなくその個性と能力を十分に

発揮するとともに、互いにその人権を尊重しつつ、喜びも責任

も共に分かち合う男女共同参画社会を実現することは、私た

ちの願いであり、これまでも国際社会や国内の動向を踏まえた

さまざまな取組が進められてきた。しかしながら、性別による固

定的、差別的な役割分担意識やそれに基づく社会慣行等男

女共同参画社会の実現を妨げる要因は、依然として根強く

残っている。

　こうした状況の中、私たちが少子高齢化、国際化及び高度

情報化の進展をはじめとする社会の急速な変化に的確に対

応しつつ、創造と共生の理念の下に、真に調和のとれた豊かな

地域社会を築き、今後も発展を続けていくためには、男女が共

に対等な立場であらゆる分野に参画し、一人一人の価値観に

基づいた多様な生き方を選択することのできる男女共同参画

社会を新たな地域文化をはぐくむ社会として創造するととも

に、他の地域に発信し、互いに歩んでいくことが不可欠である。

　このような認識から、私たちは、男女共同参画社会の実現を

目指すことを決意し、県、県民、事業者及び市町村が一体と

なって男女共同参画を促進する取組を総合的かつ計画的に

推進するため、この条例を制定する。

第一章　総則

（目的）

第一条　この条例は、男女の人権が尊重され、かつ、男女が

性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮し、一人

一人の価値観に基づいた多様な生き方を選択することので

きる社会を実現することが極めて重要であることにかんが

み、男女共同参画の促進に関し、基本理念を定め、県、県民

及び事業者の責務を明らかにするとともに、県の施策の基

本的事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ

計画的に促進し、もって男女共同参画社会を実現すること

を目的とする。

（定義）

第二条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。

一　男女共同参画　男女が、社会の対等な構成員として、

自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に

参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、

経済的、社会的及び文化的利益を享受し、かつ、共に責

任を担うことをいう。

二　積極的改善措置　社会のあらゆる分野における活動

に参画する機会についての男女間の格差を改善するため

必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、当該

機会を積極的に提供することをいう。

（基本理念）

第三条　男女共同参画の促進は、男女の個人としての尊厳

が重んぜられること、男女が直接的であるか間接的である

かを問わず性別による差別的取扱いを受けないこと、男女

て行うことができる職域環境を整備すること等により、その

事業活動において男女が共同して参画することができる体

制を整備するよう努めなければならない。

２　事業者は、前項に規定するもののほか、その事業活動に

おいて男女共同参画の促進に寄与するよう努めなければな

らない。

３　事業者は、県が実施する男女共同参画の促進に関する

施策に協力するよう努めなければならない。

（推進体制の整備等）

第七条　県は、県民、事業者、国及び市町村と連携しながら、

男女共同参画の促進に関する施策を積極的に推進するた

めの体制を整備するものとする。

２　県は、男女共同参画の促進に関する施策を推進するた

め、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

（積極的改善措置への協力等）

第八条　県は、男女共同参画を促進する上で積極的改善措

置が重要であることにかんがみ、県民、事業者及び市町村

が積極的改善措置を講ずるために必要な情報の提供、相

談、助言その他の協力を行うものとする。

２　県は、法令等により設けられた委員、委員会、審査会、審

議会及びこれらに準ずるものの構成員を任命し、又は委嘱

する場合は、積極的改善措置を講ずることにより男女の構

成員数の均衡を図るよう努めるものとする。

（年次報告）

第九条　知事は、男女共同参画の促進に関する施策の総合

的かつ計画的な推進に資するため、その実施状況等につい

て年次報告書を作成し、これを公表するものとする。

第二章　男女共同参画の促進に関する基本的施策

（基本計画）

第十条　県は、男女共同参画の促進に関する施策の総合的

かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画の促進に関す

る基本的な計画（以下この条及び附則第二項において「基

本計画」という。）を策定するものとする。

２　基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一　総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の促進に

関する施策の大綱

二　前号に掲げるもののほか、男女共同参画の促進に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

３　知事は、基本計画を策定するに当たっては、県民及び事

業者の意見を反映することができるよう適切な措置を講ず

るものとする。

４　知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ岡

山県男女共同参画審議会及び市町村の意見を聴くものと

する。

５　知事は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公

表するものとする。

６　前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。

（市町村との協力）

第十一条　県は、市町村に対し、男女共同参画の促進に関す

る施策を策定し、及び実施すること並びに県が実施する男

女共同参画の促進に関する施策に協力することを求めるこ

とができる。

２　県は、市町村が実施する男女共同参画の促進に関する

施策の策定及び実施について、必要な協力を行うものとする。

（施策の策定等に当たっての配慮）

第十二条　県は、男女共同参画の促進に影響を及ぼすと認

められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共

同参画の促進に配慮するものとする。

（調査及び研究）

第十三条　県は、男女共同参画の促進に関する施策を策定

し、及び実施するため、必要な調査及び研究を行うものとする。

（普及啓発等）

第十四条　県は、県民及び事業者が男女共同参画に対する

関心と理解を深めるよう普及啓発及び学習機会の提供に

ついて必要な措置を講ずるものとする。

２　県は、前項の普及啓発及び学習機会の提供を行うに当

たっては、情報媒体により公衆に表示される情報を個人が

主体的に読み解いていくために必要な能力に関し、事業者

の理解と協力の下に、県民の当該能力の向上について特に

配慮するよう努めるものとする。

（教育の推進）

第十五条　県は、県民の男女共同参画に対する関心と理解

が深まるよう男女共同参画に関する教育の推進に努めるも

のとする。

（県民等の活動に対する支援）

第十六条　県は、県民又は事業者が行う男女共同参画の促

進に関する活動を支援するため、情報の提供、人材の育成

その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

（苦情の処理）

第十七条　県は、県が実施する男女共同参画の促進に関す

る施策又は男女共同参画の促進に影響を及ぼすと認めら

れる施策についての県民又は事業者からの苦情の適切な

処理のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

２　知事は、前項の苦情のうち特に必要があると認めるもの

については、岡山県男女共同参画審議会の意見を聴くもの

とする。

（相談への対応）

第十八条　県は、性別による差別的取扱いその他の男女共

同参画を妨げる行為についての県民又は事業者からの相

談に適切に対応するよう努めるものとする。

（報告の徴収、勧告等）

第十九条　知事は、男女共同参画の促進のために必要があ

ると認めるときは、事業者に対し、男女の就業状況その他必

要な事項について報告を求めることができる。

２　知事は、前項の報告により把握した男女共同参画の状況

を公表することができる。

３　知事は、第一項の報告の内容に基づき必要があると認め

るときは、事業者に対し、適切な措置を講ずるよう勧告する

ことができる。

（事業者等の表彰）

第二十条　県は、男女共同参画を促進するため、男女共同参

が個人として能力を発揮する機会が確保されること、性別に

起因した暴力が根絶されることその他の男女の人権が尊重

されることを旨として、行われなければならない。

２　男女共同参画の促進に当たっては、社会における制度又

は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女

の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼ

すことにより、男女共同参画の促進を阻害する要因となるお

それがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が

男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をでき

る限り中立なものとするように配慮されなければならない。

３　男女共同参画の促進は、男女が、県における政策又は民

間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する

機会が確保されることを旨として、行われなければならない。

４　男女共同参画の促進は、家族を構成する男女が、相互の

協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の

家庭生活における活動及び社会生活における活動に対等

に参画することができるようにすることを旨として、行われな

ければならない。

５　男女共同参画の促進は、男女が互いの性を理解し合い、

性と生殖に関する健康と権利が尊重されることを旨として、

行われなければならない。

６　男女共同参画の促進は、男女が対等な立場で個人として

能力を発揮することにより、活力あふれる新たな地域文化を

はぐくむ社会を創造することを旨として、行われなければな

らない。

７　男女共同参画を促進する取組が国際社会における取組と

密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参画の促

進は、国際的な交流と協力の下に行われなければならない。

（県の責務）

第四条　県は、前条に定める男女共同参画の促進について

の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共

同参画の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下

同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

２　県は、県民、事業者、国及び市町村と連携し、及び協力し

て前項の施策を実施しなければならない。

（県民の責務）

第五条　県民は、基本理念にのっとり、性別による差別的取

扱いを排除するとともに、固定的な役割分担意識に基づく

制度及び慣行を改善するよう努めなければならない。

２　県民は、前項に規定するもののほか、職域、学校、地域、

家庭その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画

の促進に寄与するよう努めなければならない。

３　県民は、県が実施する男女共同参画の促進に関する施

策に協力するよう努めなければならない。

（事業者の責務）

第六条　事業者は、基本理念にのっとり、男女が職域におけ

る活動に対等に参画する機会を確保すること、男女が職域

における活動と家庭における活動その他の活動とを両立し

岡山県男女共同参画の促進に

関する条例 　　　　　平成 13年 6月 26日岡山県条例第 51号

最終改正：平成 26年 3月 20日岡山県条例第 13号
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画の促進に関する活動を積極的に行う事業者等の表彰を

行うものとする。

（男女共同参画推進月間）

第二十一条　県民及び事業者の間に広く男女共同参画に対

する関心と理解を深めるとともに、県民及び事業者が男女

共同参画の促進に関する活動を積極的に行う意欲を高め

るため、男女共同参画推進月間を設ける。

２　男女共同参画推進月間は、十一月とする。

３　県は、男女共同参画推進月間の趣旨にふさわしい事業を

実施するものとする。

第三章　男女共同参画を阻害する行為の禁止等

（阻害行為の禁止等）

第二十二条　何人も、男女共同参画を阻害する次に掲げる

行為を行ってはならない。

一　社会のあらゆる分野における性的な言動により当該言

動を受けた個人の生活の環境を害する行為又は性的な

言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与

える行為

二　家庭内等における配偶者その他の親族関係にある者、

婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事

情にある者及び生活の本拠を共にする交際(婚姻関係に

おける共同生活に類する共同生活を営んでいないものを

除く。)をする関係にある者（過去においてこれらの関係に

あった者を含む。）に対する身体的な苦痛又は著しい精

神的な苦痛を与える暴力的な行為

２　何人も、社会のあらゆる分野における男女共同参画を阻

害する内容を含む規約その他の取決めを定め、又は契約を

締結しないようにするとともに、既に定められ、又は締結され

た当該内容を含む取決め又は契約については、その是正に

努めなければならない。

（被害者の保護等）

第二十三条　県は、前条第一項第一号に掲げる行為により

生活の環境を害され、又は不利益を受けた旨の申出があっ

た場合において、当該申出者からの相談に応じることその他

の必要な措置を講ずるものとする。

２　県は、前条第一項第二号に掲げる行為により被害を受け

た者（以下この条において「被害者」という。）に対し、適切な

助言、施設への一時的な入所等による保護その他の必要な

支援を行うものとする。

３　前項の規定により被害者が一時的に入所し、又は滞在す

るための施設として知事が別に定める施設の管理者及びそ

の職員は、当該被害者等からの申立てにより、前条第一項

第二号に掲げる行為が当該被害者に対して引き続き行わ

れるおそれがあるときその他当該被害者を保護するために

必要があると認めるときは、次に掲げる措置を採ることがで

きる。

一　当該被害者に対し前条第一項第二号に掲げる行為を

行った者（次号において「加害者」という。）に対し、当該被

害者の存在を秘匿すること。

二　加害者に対し、当該被害者との面会及び交渉を禁止

し、又は制限すること。

第四章　岡山県男女共同参画審議会

第二十四条　男女共同参画に関する重要事項についての調

査及び審議並びに男女共同参画の促進に関する施策又は

男女共同参画の促進に影響を及ぼすと認められる施策に

ついての建議に関する事務を行わせるため、岡山県男女共

同参画審議会（以下この条及び附則第一項において「審議

会」という。）を置く。

２　審議会は、委員十五人以内で組織する。

３　男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の十分

の四未満とならないものとする。

４　委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。この場

合において、第二号に掲げる者については、五人以内とする。

一　学識経験を有する者

二　公募に応じた者

５　前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関

し必要な事項は、規則で定める。

附　則（平成十三年六月二十六日条例第五十一号）

（施行期日）

１　この条例は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、

第十条第四項（審議会に係る部分に限る。）、第十七条第二

項、第四章及び附則第三項の規定は、平成十四年四月一日

から施行する。

（経過措置）

２　男女共同参画社会基本法（平成十一年法律第七十八

号）第十四条第一項の規定により定められた男女共同参画

計画は、第十条の規定により策定された基本計画とみなす。

（関係条例の一部改正）

３　岡山県附属機関条例（昭和二十七年岡山県条例第九十

二号）の一部を次のように改正する。

　別表第１岡山県男女共同参画推進協議会の項を削る。

第１章　計画の基本的な考え方　　

１　計画の趣旨　

　配偶者からの暴力※（ドメスティック・バイオレンス。以下「Ｄ

Ｖ」という。）は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。

ＤＶは、外部からの発見が困難な家庭内で行われる場合が多

いため潜在化しやすく、加害者に罪の意識が薄いという傾向が

あり、被害が深刻化しやすい特徴があります。また、その背景に

は、固定的な性別役割分担意識や男女の経済的格差など、個

人の問題として片付けられない社会の構造的な問題も存在し

ています。

　ＤＶの根絶は、男女共同参画社会を実現していく上で不可

欠であり、社会全体で取り組み、克服すべき重大な課題です。

　県では、ＤＶのない社会づくりを目指し、ＤＶ対策を総合的

かつ効果的に推進するため、取り組むべき施策を取りまとめた

「岡山県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関す

る基本計画」（以下「県基本計画」という。）を策定し、市町村や

民間団体等と緊密な連携を図りながら、ＤＶの防止と被害者の

保護及び自立支援等に取り組んでいきます。

※　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（Ｄ

Ｖ防止法）に規定する暴力

・配偶者からの暴力

　「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力又はこ

れに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（精神的暴力や性的暴

力など）をいいます。「配偶者」には、事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含みますが、恋人や交際相手は含みません。ただし、 配

偶者からの暴力を受けた後に離婚し、元配偶者から引き続き受け

る暴力については、「配偶者からの暴力」に含みます。

・生活の本拠を共にする交際相手からの暴力

　「生活の本拠を共にする交際相手からの暴力」とは、「元生活の本

拠を共にする交際相手（生活の本拠を共にする交際関係を解消す

る前に暴力を受け、解消後も引き続き暴力を受ける場合）からの暴

力」を含み、「配偶者からの暴力」に準じて、ＤＶ防止法の適用対象

とされます。

２　計画の位置付け　

　この計画は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

等に関する法律」（平成13年法律第31号）（以下「ＤＶ防止法」

という。）第２条の３第１項の規定による岡山県の基本計画とし

て策定するとともに、「第５次おかやまウィズプラン」の基本目標

Ⅱ「男女の人権が尊重される社会の構築」中の重点目標５「男

女間のあらゆる暴力の根絶」の達成を目指すための計画として

も位置付けます。

３　計画の見直し　

　この計画は、ＤＶ防止法第２条の２に基づく「配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本

的な方針」（以下「国基本方針」という。）が見直された場合又

は新たに盛り込むべき事項等が生じた場合に、必要に応じて

見直すこととします。

４　改定の趣旨

　千葉県野田市において発生した児童虐待事案など、ＤＶが

児童虐待と密接な関連があることを踏まえ、令和２（2020）年

３月に、ＤＶ対応と児童虐待対応の連携強化を図ることを内容

とする国基本方針の改正が行われました。この改正を踏まえ、

県基本計画を改定するものです。

第２章　配偶者からの暴力の現状　　

（国内の現状）

　内閣府「男女間における暴力に関する調査」（平成29

（2017）年）によると、これまでに結婚したことのある人のうち、

配偶者（事実婚や別居中の夫婦、元配偶者も含む。）から「身体

的暴行」、「心理的攻撃」、「経済的圧迫」、「性的強要」のいずれ

かについて１度でも受けたことがある人の割合は、女性が

31.3％、男性が19.9％となっています。　　

　全国の支援センター（令和元（2019）年12月現在287カ所）

に寄せられたＤＶ相談件数は、平成30（2018）年度には11万

件を超え、６年連続で10万件を超える高水準で推移していま

す。警察におけるＤＶ相談件数も、令和元（2019）年には8万件

を超え、増加傾向にあります。

　婦人相談所における一時保護のうち夫等からの暴力を理由

とする者は、平成30（2018）年度2,814人となっています。

　ＤＶ被害者は、女性である場合が多く、令和元（2019）年に

検挙した配偶者間（内縁を含む。）における殺人、傷害、暴行事

件は7,784件であり、そのうち6,986件（89.7％）は女性が被害

者となった事件です。

　また、令和元（2019）年に発令された配偶者暴力等に関する

保護命令件数は1,591件であり、そのうち被害者に関する保護

命令と「子」への接近禁止命令が40.5％、被害者に関する保護

命令のみが25.1％、被害者に関する保護命令と「子」と「親族

等」への接近禁止命令が21.2％となっています。

　さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大に起因する外出自

粛や休業等の影響により、全国的にＤＶの増加や深刻化も懸

念されています。

（県内の現状）

　県が実施した「男女共同参画社会に関する県民意識調査」

（令和元（2019）年度）では、これまでに結婚（事実婚を含む）し

たことのある人のうち、配偶者から精神的暴力、身体的暴力、経

済的暴力、社会的暴力、性的暴力のいずれかの暴力を受けた

ことのある人は、女性36.2%、男性21.7％となっており、女性の

約３人に１人は、いずれかの暴力を１度でも経験しています。

　また、これまでに交際相手がいた人のうち、交際相手からい

ずれかの暴力を受けたことがある人は､女性が16.4％、男性が

8.7％となっています。

　令和元（2019）年度に岡山県内の支援センター（女性相談

所、ウィズセンター、岡山市男女共同参画相談支援センター、

倉敷市男女共同参画推進センター）及び県警察に寄せられた

ＤＶ相談件数は、3,667件であり、近年年間3,000件を超えて

推移しています。

　また、女性相談所が行っている一時保護（ＤＶを原因とする

ものに限る。）については、平成14（2002）年４月から令和２

（2020）年３月までの18年間に1,047件実施しており、年間平

均件数は約58件となっています。

　警察におけるＤＶ事案における令和元（2019）年の検挙件

数は186件であり、令和元（2019）年に発令された配偶者暴力

等に関する保護命令件数は64件でした。

岡山県配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護等に関する基本計画（抄） 平成 17年 3月策定

令和 3年 3月改定
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基本目標Ⅰ　発生防止及び抑止に向けた取組の推進　

第３章　計画の内容

（計画の体系）

重点目標 推進する施策

【１】 人権教育･啓発の推進
・人権教育の推進

・多様な機会をとらえた意識啓発

【２】 配偶者からの暴力の防止等への理解促進
・セミナーの開催等による普及啓発

・理解促進のための啓発資材の作成と活用

【８】 外国人・障害のある人への配慮
・外国語・点字等による支援情報の提供

・外国語での相談対応

【９】 交際相手からの暴力の防止と被害者保護対策
・若年層に対する教育・啓発の推進

・被害者相談の実施と被害者の保護

【３】 配偶者からの暴力に関する調査研究の推進

・「アルコール依存症」等への支援体制の充実

・加害者の更生のための指導

・男性の一時保護等の検討

基本目標Ⅲ　被害者の自立を支援する環境整備　

重点目標 推進する施策

【10】住居の確保に向けた支援
・入居への支援

・市町村への依頼

【12】被害者等に関する個人情報保護
・市町村住民基本台帳担当窓口･福祉事務所等への周知

・教育機関・保育所への協力要請等（再掲）

【14】地域における支援活動
・ＤＶ被害者サポーター養成研修

・民生委員･児童委員等への働きかけ（再掲）

【11】経済的自立に向けた支援

・被害者の就業に向けた情報提供

・企業等に対する働きかけ　

・福祉事務所等への理解促進

・ひとり親家庭支援センター等の活用

【13】司法手続に関する支援

・法律相談の実施

・法律扶助制度などの周知

・女性の人権相談機関連絡会の活用

・岡山県外国人相談センターにおける相談対応

【15】心的外傷後ストレス障害を含む心の回復及び生活支援

・メンタルヘルスケア

・ステップハウスの提供

・自助グループの活動支援

・子どもへの支援（再掲）

基本目標Ⅳ　関連施策の推進体制の強化と民間団体との協働　

重点目標 推進する施策

【16】施策調整機能の強化

・岡山県ＤＶ対策会議の活用

・県配偶者暴力相談支援センターの機能強化（再掲）

・ＤＶ被害者保護支援関係機関等ネットワークの強化

【19】民間団体との協働

・医療関係者等の理解の促進と通報の協力依頼（再掲）

・民生委員・児童委員等への働きかけ（再掲）

・ＤＶ防止・被害者支援団体との連携強化

【17】市町村の施策との連携強化
・市町村基本計画との調整と策定支援

・市町村配偶者暴力相談支援センター等との連携と支援（再掲）

【18】職務関係者の資質向上への取組強化
・相談窓口担当職員研修

・ＤＶ被害者保護支援関係機関等ネットワークの強化（再掲）

【20】苦情への適切な対応 ・苦情への対応

基本目標Ⅱ　被害者等救済体制の充実

重点目標 推進する施策

【４】 相談体制の充実

・県配偶者暴力相談支援センターの機能強化

・市町村配偶者暴力相談支援センター等との連携と支援

・市町村要保護児童対策地域協議会の活用

・女性相談員等による相談の実施

・男性相談員による男性相談の実施

・警察における相談体制の充実

・休日・夜間相談窓口の開設

・相談対応の手引の改訂と実務研修の実施

・相談員のメンタルヘルスケア体制の整備

【５】 発見・通報に関する体制整備

・子ども、高齢者及び障害者虐待相談窓口との協力体制づくり

・医療関係者等の理解の促進と通報の協力依頼

・民生委員・児童委員等への働きかけ

【７】 同伴家族等への保護と援助

・子どもへの支援

・高齢者及び障害者虐待防止の推進

・教育機関・保育所への協力要請等

【６】 迅速で安全な保護体制の充実

・緊急時の安全の確保と同行支援

・一時保護機能の充実

・一時保護後の対応

・警察による被害の防止措置

・保護命令制度の利用の助言

・保護命令の通知を受けた場合の対応

・広域連携の推進
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１　女性

（1）現状と課題

　男女が対等なパートナーとして、一人ひとりの個性と能力

を発揮する男女共同参画社会を実現するためには、性別に

よる差別的取扱いを受けないこと、個人として能力を発揮す

る機会が保障されることやあらゆる暴力が根絶されることな

ど、男女の人権が尊重されることが重要です。

　県では、国内外の動きを背景に、平成13（2001）年に「お

かやまウィズプラン２１」の策定から、平成28（2016）年の

「第４次おかやまウィズプラン」まで５年ごとに新たな男女共

同参画基本計画を策定し、様々な施策を推進してきました。

　しかし、令和元（2019）年10月の「岡山県男女共同参画

社会に関する県民意識調査」では、固定的な性別役割分担

意識や男女の地位の不平等感が根強く残っていることが示

されています。

　また、配偶者等からの暴力（ＤＶ）の相談件数が高い水準

で推移するなど、男女間の暴力の根絶が依然として重大な

課題となっています。

　さらに、政策・方針決定過程への女性の参画が十分では

ないことから、女性の活躍を推進していく必要があります。

（2）基本方針

　すべての人が性別にかかわりなくその個性と能力を十分

に発揮するとともに、互いにその人権を尊重しつつ、喜びも

責任も共に分かち合う男女共同参画社会の実現に取り組

んでいきます。

　このため、①男女の人権の尊重とパートナーシップの確

立、②社会的・文化的に形成された性別（ジェンダー）に気

づく視点、③女性のエンパワーメントの促進とチャレンジ支

援、④様々な主体との協働の推進という４つの基本的な視

点に立って、「第５次おかやまウィズプラン」を策定し、総合

的かつ効果的に施策を推進します。

（3）施策の方向

ア　男女共同参画社会の基盤づくり

　男女共同参画の視点に立った法律や制度が整備さ

れ、男女共同参画の意識も以前に比べると浸透してきて

いますが、固定的な性別役割分担意識は、依然として根

強く、その傾向は男性に強く残っています。男女の地位に

ついても、不平等と感じる人は依然として多く、また、男性

よりも女性のほうが不平等感を強く持っています。

　性差別、固定的な性別役割分担や偏見等につながっ

ている社会制度や慣行は、社会的な合意を得ながら見直

しを進めます。

　人権意識や男女平等観を育てるため、教職員の資質と

指導力の向上や、家庭や地域において、子ども一人ひとり

の個性と能力を発揮できる環境づくりに取り組みます。

　また、男女共同参画社会の実現は、女性だけでなく、男

性もより生きやすく暮らしやすい社会をつくることでもある

ことから、男性の男女共同参画に対する理解を促進する

とともに、男性の家事・育児等への参画や「働き方」に対

する意識改革を促進します。

　行政や民間企業等のサービスを受ける対象の半数は

女性であり、ニーズにあったサービスを提供するために

も、政策・方針決定過程への女性の参画拡大を一層推進

していきます。

　また、本格的な人口減少社会が到来する中、将来にわ

たり持続可能な地域社会を構築していくため、女性が地

域の意思決定に参画していくなど、男女共同参画の視点

から地域づくりを促進していきます。

　さらに、医療、科学技術・学術といった様々な分野や農

林水産業、自営業、建設業といった産業においても、女性

の活躍の場の拡大に向けた取組を進めます。

　職場における男女の均等な機会と待遇の確保や女性

が働き続けることのできる環境づくりを進めるとともに、意

欲と能力のある女性や子育て中の女性への支援など、　

女性のチャレンジを支援します。

　誰もが働きやすく、暮らしやすい社会を目指し、仕事と

生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けて取

り組みます。

イ　男女の人権が尊重される社会の構築

①男女間のあらゆる暴力の根絶

　暴力は、ＤＶ、セクシュアル・ハラスメント、性犯罪・性

暴力、ストーカー行為など様々であり、犯罪となる行為

を含む重大な人権侵害です。県内のＤＶ相談件数は近

年３，０００件を超えて推移しており、「岡山県男女共同

参画社会に関する県民意識調査」でも、配偶者のいる

又はいた女性の約４割、男性の約２割が配偶者等から

の暴力を受けたことがあるとの結果が出ています。ま

た、新型コロナウイルス感染症の拡大に起因する外出

自粛や休業等の影響により全国的にＤＶの増加や深

刻化も懸念されています。

　ＤＶについては、「岡山県配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護等に関する基本計画」に基づき、広

報・啓発や被害者の保護と自立支援に取り組みます。

若い世代においては、交際相手からの暴力（デートＤ

Ｖ）が問題になっていることから、予防啓発、教育の推

進や相談窓口の周知に取り組みます。

　また、性犯罪・性暴力については、相談しやすい環境

の整備など被害者支援の充実を図るほか、教育・啓発

の強化等に取り組みます。

　さらに、ストーカー行為に対しては、「ストーカー規制

法」等に基づき、警告や禁止命令などの対応を行うほ

か、被害者へのアドバイスや防犯器具の貸し出しなど

必要な援助に取り組みます。

　男女間のあらゆる暴力の根絶は、男女共同参画社会

を実現していく上で、社会全体で取り組み、克服すべき

重大な課題であることから、市町村をはじめとする関係

機関やボランティア・ＮＰＯ等と連携して取組を進めます。

②生涯を通じた女性の健康支援

　女性は、妊娠や出産の可能性があることなど、生涯を

通じて、男性とは異なる健康上の変化や問題に直面し

ます。

　このため、ライフサイクルに応じた的確な支援を受

け、適切に自己管理・決定する能力を持つことが必要で

す。「性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・

ヘルス／ライツ）」に基づき、男女ともに、命の大切さや

性についての正しい知識が得られるよう、教育や意識

の啓発など、女性の健康を総合的に支援します。

③生活困難を抱える人々への支援

　経済情勢の変化に伴い、雇用・就業をめぐる環境が

厳しさを増す中で、貧困や地域での孤立など様々な生

活上の困難に直面する人が増加しています。

　このため、ひとり親家庭など経済的に不安定な家庭

からの相談に応じる体制の強化や自立支援などの対策

を行います。

　また、固定的な性別役割分担意識がもたらす過度の

プレッシャーや、地域での孤立化などによる男性の心身

の健康の問題も懸念されることから、周囲とのネット

ワークづくりや日常生活面の支援などを行います。

ウ　男女が共に活躍する社会づくり

　男女が社会のあらゆる分野に参画し、共に責任を担う

ことは男女共同参画社会の基礎となるものです。

第５次岡山県人権政策推進指針（抄）
令和 3年 3月改訂
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